
平成１８年度第４回函館市戸井地域審議会議事録（要点）

１ 日 時 平成１９年３月２７日（水）１４時００分～１５時１０分

２ 場 所 函館市戸井支所 第３会議室

１ 出席者

尾関 忠義 委員 宇美健次郎 委員 藤本 静夫 委員

濱島 史子 委員 館山 澄子 委員 佐藤 孝昌 委員

植野 範子 委員 吉田恵美子 委員 木村 信 委員

古田 清一 委員 尾本 美恵 委員 成田 博満 委員

佐々木竜也 委員 菊地真由美 委員

(事務局)

戸井支所長 吉澤 慶昭

戸井副支所長 松田 正志

戸井支所地域振興課長 佐藤 博史

戸井支所地域振興課参事 池田 昭憲

戸井支所地域振興課主査 松澤ゆかり

戸井支所地域振興課主任 古一 政喜

戸井支所住民サービス課長 林 秋男

戸井支所保健福祉課長 菊地 和郎

戸井支所産業課長 久保田博司

戸井支所建設課長 岩船 秋男

戸井教育事務所長 水戸 保

戸井教育事務所長副所長 山下 勝

戸井学校給食共同調理場長 藤崎 久男

企画部地域振興室課長 佐藤 洋一

企画部地域振興室主査 進藤 昭彦

４ その他 傍聴者 なし ・ 報道機関 なし

５ 議 事

佐藤課長 定刻になったので会議を開催する旨告げる。



尾関会長 〈会長あいさつ要旨〉

・ 平成１９年度の事業計画について

・ 平成１９年度地域審議会開催スケジュールについて

・ 地域振興全般に係わる意見交換等について

〈支所長あいさつ要旨〉

吉澤支所長 ・ 退任のあいさつおよび新支所長への引継ぎについて

佐藤課長 〈企画部地域振興室職員の紹介〉

議事の進行について地域審議会の設置に関する規程第８条第２項によ

り会長が議長を務め進める旨告げる。

尾関会長 本日の出席委員は，１４名。地域審議会の設置に関する規程第８条第

。３項の過半数以上の出席要件を満たしているので会議を始める旨を告る

議題１，平成１９年度事業計画および資料２の平成１９年度国・道実

施予定事業について，一括事務局から説明を求める。

池田参事 〔別紙資料により説明する 〕。

尾関会長 意見がないか諮る。

木村委員 事業説明の中で，金額が載っていないのは，なぜか。

池田参事 市全体の事業なので，戸井地域の金額は載せていない。

戸井地域の金額は，おおよその金額は口頭で説明しました。

吉澤支所長 補足説明で４支所を含めた市全体の事業は本庁予算となっており，戸

井地域分は口頭説明をした。

尾関会長 他に意見がないか諮る。

館山委員 自宅裏の治山事業終了後，数日後に下水道配管工事が行われた。

同じ場所なので担当部局間の調整が必要ではないか。

吉澤支所長 担当部局間で調整を図り実施する旨を告げる。

成田委員 消防車収納施設の洗浄用水道施設の設置してほしい。

吉澤支所長 要望があったことは消防本部に伝えたい。

成田委員 汐首漁港区域から浚渫工事により排出される石をコンブ礁に投石とし,

て利用できないか。

久保田課長 不法投棄なのでできません。,

吉澤支所長 法律的にはできないが地域の漁業振興等を漁協を含め研究する必要が,

あると考えています。

尾関会長 ほかに意見がないか諮る。

（なしとの声）



尾関会長 議題２平成１９年度地域審議会スケジュール（案）について事務局, ,

より説明を求めます。

池田参事 〔別紙資料により説明する 〕。

（なしとの声）

尾関会長 ないようですので議題３地域振興全般に関する意見交換に入ります。, ,

木村委員 防災無線は災害等により停電になった場合使用限度期間はどれほどで,

しょうか。

佐藤課長 使用限度期間は２日間位です。

尾関会長 ガゴメ礁の育成状況について伺います。,

久保田課長 小安・釜谷地域のガゴメ礁は１７年度から実施していますが１年目は,

ガゴメは葉体として見受けられなかったが真昆布の生育は非常によい状,

況でございます。

しかし ２年目の調査では昨年１０月の低気圧によりほとんどのコン, ,

ブが壊滅状態となつています。

尾関会長 本庁の地域振興室 佐藤課長から意見を伺いたい。

本庁佐藤課長 ガゴメの増殖対策についてはホタテの貝殻を利用する等 各漁協にお, ,

いて研究していますが今後追跡調査等を実施し水産課に報告してもら, ,

うと考えています。

尾関会長 他にないようでしたら「その他」に入ります。,

佐藤課長 平成１９年４月１日から支所担当課の窓口業務が変更となります。

内容についてはチラシで説明します。

資料の説明の前に合併後の経過報告します。

市として中核都市の指定を受け新たに権限委譲がなされ住民サービ, ,

スの向上また一方で財政状況が非常に厳しく行財政改革を実施していま,

す。

このことについて４支所のあり方等平成２１年度までに計画的段階, , ,

的に体制整備を図っていきます。

その関連で地域振興課から住民サービス課へ法律相談町会要望コミ, , ,

ュニティ運動暴力追放運動街路灯修理地域会館男女共同参画交通安全, , , , ,

の推進が変更地域振興課から建設課へ国土利用計画法に基づく相談地, ,

価調査の閲覧が変更住民サービス課から地域振興課へ市有地の借用財, ,

産の管理等が変更 住民サービス課から建設課へ墓地の管理が変更 建設, ,

課から産業課へ治山事業が変更となります。



その他戸井ウオーターパークの管理運営が４月１日から指定管理者制,

度導入により本庁土木部の所管となります。,

, ,また４支所の保健師が市立函館保健所東部保健事務所に統合となり

戸井支所には１名が常勤し引き続き相談業務等にあたります。,

ご質問がないようですので次に進みます。,

尾関会長 ４地域に係るバス路線の状況について説明します。

池田参事 バス路線は市民生活に欠かすことのできない役割を果たしております

がバス利用者が減少しておりバス事業を取り巻く環境が厳しくなってい,

ます。

市としては市民生活に必要と判断しバス路線は補助金を国・道ととも,

に支出して路線を維持確保している状況です。

次に地域審議会委員の報酬が４月１日から８，６００円が５，０００

円と改定になります。

尾関会長 説明が終わりましたので，ご意見，ご質問がないか諮る。

， 。館山委員 墓地用地の使用許可から半年以内にお墓をたてるのは 現在も同じか

合併後の現在も同じ扱いで申請者にお願いしています。林住民サービス課長

尾関会長 他にないか諮る。

（なしとの声）

尾関会長 本日の審議会はこれを持ちまして終了いたします。

次回の審議会開催は７月を予定しております。


